
猪名川町告示第１５号 

 

猪名川町地域子育て相談機関事業実施要綱をここに告示する。 

 

令和８年３月６日 

 

猪名川町長 岡 本 信 司  



   猪名川町地域子育て相談機関事業実施要綱 

 

令和８年３月６日  

要 綱 第 １ １ 号  

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１０条の３第１項の規定

に基づき、猪名川町地域子育て相談機関（以下「地域子育て相談機関」という。）の設置

及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（実施主体及び実施施設） 

第２条 事業の実施主体は町とし、町長が猪名川町内の次の各号に掲げる事業所を地域子

育て相談機関事業（以下「事業」という。）実施施設として指定する。 

⑴ 保育所 

⑵ 幼稚園 

⑶ 認定こども園 

⑷ 地域子育て支援拠点 

（指定申請） 

第３条 前条の指定を得て事業を行おうとする者は、猪名川町地域子育て相談機関事業実

施施設指定申請書（様式第１号）を町長に提出しなければならない。 

 （指定の通知） 

第４条 町長は、前条の申請を受けた場合において、指定をしたときは、猪名川町地域子育

て相談機関事業実施施設指定通知書（様式第２号）により、事業実施施設を運営する者（以

下「（以下「地域子育て相談機関実施者」という。）に通知する。 

２ 前条の指定の効果は、次の各号のいずれかに該当しない限り継続するものとし、年度ご

との指定は行わない。 

⑴ 事業実施施設が廃止又は休止された場合 

⑵ 本町が事業を廃止又は休止した場合 

⑶ その他、町長が継続して指定することが適当でないと認める場合 

 （業務内容） 

第５条 地域子育て相談機関の業務内容は、次に掲げる業務とする。 



⑴ 相談支援 

⑵ 子育て世帯に対する情報発信 

⑶ 子育て世帯とつながる工夫  

⑷ 猪名川町こども家庭センターを含む各種関係機関等との連携 

(開所日数及び開所時間) 

第６条 開所日数及び開所時間は、１週間に３日以上かつ１日に３時間以上を原則とす

る。 

（職員の配置） 

第７条 利用者支援事業実施要綱（令和６年３月３０日付けこ成環第１３１号、こ支虐第１

２２号、５文科初第２５９４号こども家庭庁成育局長、こども家庭庁支援局長、文部科学

省初等中等教育局長通知別紙）の４実施方法⑴③イに定める職員を配置することを原則

とする。ただし、第２条の規定による指定を既存施設に行う場合は、当該既存施設の職員

において、第５条各号に規定する業務内容を行うことが可能と町長が認めた場合は、この

限りでない。 

（守秘義務） 

第８条 地域子育て相談機関に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはな

らない。この場合において、その職を退いた後も、同様とする。 

（相談記録） 

第９条 相談の実施にあたっては、必要に応じて、相談記録票（様式第３号）により記録を

行うこととし、また各種関係機関につなぐ際には、必要に応じて相談記録票等を共有する

こととする。 

 （報告） 

第１０条 地域子育て相談機関実施者は、毎月の事業の利用状況を、翌月の１０日までに、

猪名川町地域子育て支援機関事業実施報告書（様式第４号）により、町長に報告するもの

とする。 

２ 町長は、必要に応じて地域子育て相談機関実施者に対して、事業に関する報告を求める

ことができる。 

 （関係書類の保存） 

第１１条 地域子育て相談機関実施者は、本要綱に基づき作成又は受領した書類について、

作成又は受領した日の属する年度の翌年度から起算して、５年間保存しなければならな



い。 

 （補助金の交付） 

第１２条 町長は、地域子育て相談機関実施者に対し、猪名川町子ども・子育て支援事業補

助金交付要綱（平成２７年要綱第６０号）の別表中、利用者支援事業に係る規定に基づき、

事業の実施に要する費用として交付するものとする。ただし、地域子育て相談機関実施者

が、町である場合を除く。 

 （雑則） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

   附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

  



様式第１号（第３条関係） 

 

                                 年  月  日  

猪名川町長 様 

所 在 地 

名   称 

代表者氏名          

 

猪名川町地域子育て相談機関事業実施施設指定申請書 

 

標記の施設に係る指定を受けたいので、下記のとおり申請します。 

施設名  

施設の所在地  

施設の種類 

□ 幼稚園 

□ 保育所 

□ 認定こども園 

□ 地域子育て支援拠点 

事業開始予定年月日 年  月  日 

事業実施日時 
週  日開設（ 日 月 火 水 木 金 土 ） 

１日  時間開設（  ：  ～  ：  ） 

職員数 
職員数  名 

（ 常勤  名   非常勤  名） 

備考 
 

 

 

  



様式第２号（第４条関係） 

 

猪  第   号  

                                 年  月  日  

名   称 

代表者氏名         様 

 

猪名川町長         

 

猪名川町地域子育て相談機関事業実施施設指定通知書 

 

貴団体が運営する次の施設を、猪名川町地域子育て相談機関事業（以下「事業」という。）

実施施設として指定したので通知する。 

 

施設名  

指定日 年  月  日 

 

（特記事項） 

１ 事業実施施設は、猪名川町地域子育て相談機関事業実施要綱に基づき、適切に事業を

実施することとする。 

２ 事業実施施設としての指定は、次のいずれかに該当しない限り継続するものとし、年度

ごとの指定は行わない。 

⑴ 事業実施施設が廃止又は休止された場合 

⑵ 町が事業を廃止又は休止した場合 

⑶ その他、町長が継続して指定することが適当でないと認める場合 

３ 事業実施施設や団体の名称等に変更があった場合は、速やかに町長に報告すること。 

  



様式第３号（第９条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第１０条関係） 

 

 

 



 

 

 

 


